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第１８６回 品川区都市計画審議会 

令和７年１１月７日 

事務局 おそろいになりましたので、始めさせていただきたいと思いますが、

よろしいでしょうか、会長。 

星野会長  はい。 

事務局  委員の皆様には、御多忙のところ御出席を賜りまして、ありがとうご

ざいます。本日も効率的な会の進行に努めてまいりますので、御協力を

お願いいたします。 

 開会に先立ちまして、このたび委員の変更がございましたので、御報

告いたします。関係行政機関の委員につきまして、東京消防庁品川消防

署長の菅野委員でございます。よろしくお願いいたします。 

菅野委員  １０月より品川消防署長になりました菅野です。よろしくお願いしま

す。 

事務局  区議会選出の委員のこしば委員でございます。 

こしば委員  よろしくお願いします。 

事務局  同じく、区議会選出の委員の安藤委員でございます。 

安藤委員  よろしくお願いいたします。 

事務局  よろしくお願いいたします。それから、本日、事前に欠席の御連絡を

いただいておりますけれども、同じく区議会議員選出の田中委員でござ

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 続きまして、本日の予定でございますが、お手元に配付させていただ

きました次第のとおり、審議案件５件となってございます。今回の案件、

議第４３７号につきましては、大崎駅東口第４地区における東京都市計

画地区計画の決定でございます。議第４３８号につきましては、大崎一

丁目における東京都市計画防火地域及び準防火地域の変更、議第４３９

号につきましては、大崎駅東口第４東地区における東京都市計画第一種

市街地再開発事業の決定、議第４４０号につきましては、大崎駅東口第

４西地区における東京都市計画第一種市街地再開発事業の決定、最後に

議第４４１号は、東京都市計画道路五反田駅付近広場第１号の変更でご

ざいます。このうち、議第４３７号の地区計画の決定及び議第４４１号

の都市計画道路の変更は東京都の決定案件であり、東京都知事より意見

照会を受け、本審議会にて御審議をお願いするものでございます。 

 それでは、会長、よろしくお願いいたします。 
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星野会長  おはようございます。ただいまから、第１８６回品川区都市計画審議

会を開会いたします。 

 これより審議に入りますが、本日、２名の傍聴を希望される方がいら

っしゃいます。品川区都市計画審議会条例施行規則第３条により、本日

の審議会を公開することに対して問題ないと思われますが、御異議はご

ざいますでしょうか。 

 （「異議なし」の声あり） 

星野会長  異議なしとの御発声をいただきました。さよう決定をさせていただき

ます。 

 次に、本日、傍聴人から録音の申出がございます。品川区都市計画審

議会の会議の公開に関する取扱要綱第８条に基づき、録音を許可するこ

とに対して問題ないと思われますが、御異議ございませんでしょうか。 

 （「異議なし」の声あり） 

星野会長  異議なしとの御発声をいただきました。これを決定させていただき、

傍聴人の録音を許可させていただきます。 

 会の冒頭に事務局から発言がございましたが、効率的に会の進行を行

うため、簡潔かつ効率的な御質疑に御協力いただきますよう、よろしく

お願いをいたします。 

 それでは、審議事項に入らせていただきます。事務局より議第４３７

号から議第４４０号につきまして、大崎駅東口第４地区の関連案件でご

ざいますので、一括して説明をお願いいたします。質疑を行った後、審

議をお諮りしたいと思います。それでは、説明をお願いいたします。 

髙梨課長  会長、都市計画課長。 

星野会長  都市計画課長、どうぞ。 

髙梨課長  それでは、私から、大崎駅東口第４地区について、議第４３７号から

議４４０号までの４件を一括して説明させていただきます。お手元のＡ

３横判の資料を御覧ください。 

 初めに、当地区の位置についてでございますが、左の位置図のとおり、

大崎駅から山手線と目黒川、山手通りに面する約４.６ヘクタールの区域

でございます。また、赤線で囲んだ範囲は、国により平成１４年に指定

された都市再生緊急整備地域でございます。 

 次に、資料の左、当地区の課題についてです。地区内には歩道がない

道路や幅員４メートル未満、行き止まり道路が多く、緊急車両の寄りつ

きが難しく、円滑な救急・消火活動が困難であること、図に星印で示し



 -3-

ているとおり、地区内の４割近くが旧耐震の建物であり、緊急輸送道路

である山手通り沿いにも旧耐震建物が存在すること、目黒川に近接して

おり、その下の図のとおり、地区の全域が豪雨時において浸水の想定エ

リアであること、ＪＲ大崎駅やその先の周辺市街地とつながるバリアフ

リー歩行者ネットワークが不足していること、工場跡地等の遊休地化の

進行、緑や憩いの空間が不足していることが課題として挙げられてござ

います。 

 次に、当地区の上位計画での位置づけについて、資料右上を御覧くだ

さい。主な上位計画として、まず、本地区は国が定めた都市再生緊急整

備地域の大崎駅周辺地域に当たり、地域整備方針として、低未利用地の

土地利用転換、既成市街地の再構築により、ものづくり産業をリードす

る新産業・業務拠点を形成するとしていることや、魅力とにぎわいのあ

る都市空間を形成することとしています。東京都の区域マスタープラン、

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針では、中枢広域拠点域内の国

際ビジネス交流ゾーンの中核的な拠点と位置づけており、業務、商業、

居住、文化などの多様な機能の高度な集積が進んだ中核的な拠点を形成

すること、研究開発機関を中心とした企業の立地が進み、東京のものづ

くりをリードする拠点を形成することとしてございます。 

 品川区まちづくりマスタープランにおいては、広域活性化拠点「大崎

駅・五反田駅周辺」として、職・住・遊・学の拠点の魅力で、多様な人々

を引きつける質の高い先端都市を目標とし、まちづくりの方針として、

新産業・業務拠点の形成、都心居住・商業機能等の導入や、道路・広場

空間・歩行者ネットワーク・公園の充実としてございます。 

 また、これら上位計画の目標、方針を基本に据え、当地区のまちづく

りの方向性として、大崎駅第４地区まちづくりガイドラインを策定し、

地区全体の共通ルールとして、大崎の魅力を継承・発展した職住近接型

とし、駅直結デッキや広場を介して多様な人が交流し、にぎわいを生む

まちづくりを行うこととしています。その他、環境負荷の低減や地域の

防災機能向上に寄与するまちづくりを行うこととしてございます。 

 次にその下、今回お諮りする都市計画の種類につきましては、記載の

４件となってございまして、地区計画の決定のみ東京都決定案件でござ

いまして、そのほかは品川区決定の案件でございます。 

 次に、これまでの経緯と都市計画の手続の経緯と予定について御説明

をいたします。都市計画の手続に先立ち、令和６年７月に準備組合が主
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催する近隣住民の方々を対象とした近隣説明会が開催されております。

本年７月には、地区内の権利者を対象とした地区計画原案説明会を行う

とともに、原案の公告・縦覧を実施いたしました。原案説明会の後、都

市計画の案を作成し、先月１０月には、区民及び利害関係人を対象とし

た説明会を開催してございます。また、説明会当日から２週間案を縦覧

し、御意見を頂戴したところでございます。 

 ページをおめくりいただき、議第４３７号、大崎駅東口第４地区地区

計画についてでございますが、当地区は図に示すとおり、ＡからＦの地

区に分かれており、面積は約４.６ヘクタールの区域となります。地区計

画の目標につきましては、左側中段に記載のとおり、周辺では、土地利

用転換に併せた高度利用化等が進む一方で、この地区においては、歩行

者環境や防災性、オープンスペースの不足等の課題を抱えている状況に

あることから、業務・住宅・商業等の機能の複合的な導入、緑豊かなオ

ープンスペースや歩行者ネットワークの整備、道路等の基盤整備を推進

し、防災力の向上や環境負荷低減に配慮しながら、大崎駅東口における

さらなる拠点性の向上、個性豊かな魅力を発信し続ける複合市街地の形

成を図ることとしてございます。また、エリアマネジメントによるにぎ

わいの創出や公共空間の適切な管理を図ることにより、地域の持続的な

価値向上を目指します。 

 次に、その下、配置イメージ図を御覧ください。公共施設等の整備で

は、まず、地区の西側において、山手通りから入りまして、目黒川方面

に地区の外周を囲むループ状の道路を整備いたします。また、地区中央

に防災訓練等も行うことができる公園の整備を行い、併せて目黒川沿い

にも、本開発で整備する船着場と一体利用が可能な公園を整備いたしま

す。また、民有地の広場整備につきましては、大崎駅からデッキレベル

で続き、人の流れを受け止めるエントランス広場、地区中央に来街者や

居住者の交流を促進する交流広場、地区東側にはまとまった緑を備えた

大崎の森を有する憩いの広場を整備いたします。 

 資料の右下、用途構成イメージ図を御覧ください。これらの広場を駅

から続くデッキを延長する形でつなぐことにより、バリアフリーの歩行

者ネットワークを形成し、デッキレベルには店舗や交流施設を配置する

ことで、さらなるにぎわいの創出を図ります。また、このデッキは浸水

時における避難動線としても活用を想定してございます。また、両地区

の施設計画の概要は、資料左側の表に記載のとおりとなってございます。 
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 次に、右側の表にございます地区整備計画における各地区の建築物に

関する事項でございます。当地区におきましては、前述したとおり、Ａ

からＦの６地区に分かれてございまして、公園として整備されるＦ地区

を除き、それぞれに制限を定めてございます。建築物等の用途の制限と

して、風紀上好ましくない風俗営業用途や危険物及び薬品等を製造する

工場用途等を制限いたします。 

 その下、建築物の容積率の最高限度は、既存建築物を残すＥ地区を除

いて、Ａ地区は７５０％、Ｂ地区及びＤ地区ともに７００％、Ｃ地区は

２５０％とし、最低限度は、Ａ地区、Ｂ地区及びＤ地区が４００％、Ｃ

地区は１００％と定めてございます。 

 建築物の建蔽率の最高限度は、ＡからＤ地区ともに６０％とするもの

でございます。 

 建物の高さの最高限度は、Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｅ地区が１４０メートル、Ｃ

地区が３５メートルとしてございます。 

 建築物の敷地面積の最低限度は、狭小建物や敷地の細分化を防止する

観点から、Ａ、Ｂ、Ｄ地区は５,０００平方メートル、Ｃ、Ｅ地区は２,

０００平方メートルとし、建築面積の最低限度は、Ａ、Ｂ、Ｄ地区とも

に２,０００平方メートルとし、Ｃ地区は１,０００平方メートルとして

ございます。 

 順番が前後いたしますが、次に議第４４０号、第一種市街地再開発事

業の決定、大崎駅東口第４西地区について説明させていただきます。資

料は３ページ目左側の記載を御覧ください。 

 こちらは、地区計画で定めた内容に基づき、市街地再開発事業の枠組

みを定めたものでございまして、地区計画の内容と重複する部分もござ

いますので、要点のみの説明とさせていただきます。 

 施行区域面積については、地区計画区域の西側約２.０ヘクタール、公

共施設の配置及び規模については、地区計画の内容を踏襲したものでご

ざいます。建築物の整備及び建築敷地の整備につきましても、地区計画

の内容に沿った形で、面積、用途、高さの限度などを記載のとおり取り

まとめたものでございます。住宅建設の目標戸数を約５２０戸、面積に

して約５万７,１００平方メートルとしてございます。 

 次に、議第４３９号、第一種市街地再開発事業の決定、大崎駅東口第

４東地区について説明をさせていただきます。資料、右上の記載を御覧

ください。 
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 施行区域面積については、地区計画区域の東側約２.１ヘクタール、公

共施設の配置及び規模については、地区計画の内容を踏襲してございま

す。建築物の整備及び建築敷地の整備につきましても、東地区と同様に、

地区計画の内容に沿った形で、面積、用途、高さの限度などを記載のと

おり取りまとめたものでございます。住宅建設の目標戸数は約７３０戸、

面積は約７万８,６００平方メートルとしてございます。 

 次に、議第４３８号、防火地域及び準防火地域の変更についてでござ

いますが、右下の図を御覧ください。現在は山手通りが３０メートルの

範囲より外側が準防火地域に指定されているところを防火地域に変更

し、規制を強化するものでございまして、変更する面積は約２.７ヘクタ

ールでございます。 

 最後に、ページをおめくりいただき、Ａ４縦判の資料がついてござい

ます。そちらを御覧ください。本年７月と１０月に実施した説明会の出

席者数、いただいた御質問、御意見等は資料に記載のとおりでございま

す。 

 その下、２週間の都市計画案縦覧期間にいただいた御意見といたしま

して、賛成の御意見が４件、反対の御意見も４件、その他のものが２２

件、合計３０件の意見が提出されてございます。配付させていただきま

したＡ４横判資料の各都市計画案の意見書の要旨を併せて御覧いただけ

ればと存じます。 

 賛成の意見の主なものとして、１ページ目、Ⅰの（１）早急に再開発

を進め、防災に強い建物を建て、災害に強いまちづくりを進めてほしい。

１ページ目（２）若い世代が住みたくなるような魅力あるまちづくりを

して、次世代へ大崎のよさをつないでほしいといった御意見をいただい

てございます。区の回答でございますが、本開発により地域の防災性の

向上を図り、安全・安心なまちづくり、魅力あるまちづくりを推進して

いきますとしてございます。 

 反対の意見の主なものとして、２ページ目の（２）現在の住居からな

ぜ出ていかなくてはならないのかといった御意見に対しましては、区の

見解といたしまして、今後、再開発準備組合が詳細な事業計画を検討し

ます。その上で、権利変換や補償について各権利者に説明を行い、各権

利者が判断することになります。行政としても都市計画として定め、都

市再開発法に基づき、公平・公正に事業が進められることになりますと

回答してございます。 
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 同じく２ページ目（４）日影や眺望に配慮し、商業施設を増やすなど

計画を見直してほしいといった御意見に対しましては、隣棟間隔の確保

やＣ地区の高さ制限により、周辺に配慮していきます。御意見について

は、再開発準備組合に伝えますと回答してございます。 

 その他の御意見の主なものといたしましては、２ページ目（１）人が

増えたら新南口は人があふれ過ぎて、不便な駅になり、危険も伴うとい

った御意見に対しましては、区・ＪＲ東日本・再開発準備組合で混雑対

策について継続して協議・検討を行いますと回答してございます。 

 ４ページ目、（８）地区内の土壌汚染をどのように考えるのかといった

御意見に対しましては、再開発に当たり土壌汚染対策は必要です。各個

人が行うか再開発事業において行うかは、再開発準備組合と権利者が協

議して決定するものですと回答してございます。 

 最後に５ページ目、（１４）地域の特性を基本設計に生かしてもらいた

いといった御意見に対しましては、御意見の趣旨を再開発準備組合に伝

えますと回答してございます。 

 以上が主な意見と区の考え方でございます。 

 大崎駅東口第４地区における都市計画案４件に関する説明は以上でご

ざいます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

星野会長  説明ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、御質問、

御意見等がございましたらお願いをいたします。 

 安藤委員、どうぞ。 

安藤委員  まず、会長にお願いしたいのですが、現地調査の実施を新規に組み込

んでいただくということを提案させていただきたいです。理由は、それ

が審議のために必要なのではないかと思うからなのですが、例えば今、

意見書の紹介がありましたけれども、今回再開発事業に伴い不利益を被

り、自社の事業継続が危ぶまれるおそれがあるため、抜本的見直しをし

てほしいですとか、あと、大崎駅は人が多く、駅のホームが小さくて危

ない。人が増えたら危険も伴うなど切実な意見が多く出されているので

すね。こうした切実な訴えに照らして、今回決定するというのは、私は

かなり重い案件だと思います。意見書にそうした意見が実際出ているも

のですからね。そのために、少なくとも現地で事務局からの説明もいた

だいて、現況の課題を十分に審議会として把握してから、日を改めて審

査というのは行うべきなのではないかと思うのですけれども、会長、い

かがでしょうか。 
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星野会長  先ほど、事務局から詳細な説明がございましたが、それ以前に事務局

から委員の皆様には、事前の御説明として資料をお渡しさせていただい

ていると伺っております。したがいまして、事前の資料配付、説明、そ

して、当日の当審議会の事務局での説明で御理解をいただけるものと私

は考えております。 

 以上です。 

 安藤委員、どうぞ。 

安藤委員  今日の提案となり申し訳ないですが、特に再開発事業というのは、自

分の権利とか住まいとか住まい続ける権利などが脅かされるということ

にもなりかねない重大案件なので、今後は事前に審議会として、現地調

査をぜひ盛り込んでいただきたいと要望します。私は議会から選出され

ている委員なのですが、議会のほうでそうした審議会の改善の提案をし

たところ、事務局の区からは、審議会のほうから提案があれば拒否する

ものではないということでいただいていますので、ぜひ今後は、やっぱ

り重大案件を決定するに当たっては、事前に資料を頂き、読み込むわけ

ですけれども、現地でどういった課題があるのか、それが再開発という

手法で解決すべきものなのかということも含めて、しっかり現地調査を

した上で審査することが私は丁寧だと思いますので、今後の運営に当た

っては、会長に要望したいと思います。その上で質問に入らせていただ

きます。 

 まず、基礎データというところで、この地区の開発協力企業はそれぞ

れどこなのか伺いたいと思います。 

 それと、東地区、西地区それぞれどれぐらいの権利者の方が住んでい

るのかということで、権利者数を伺いたいのですが、それぞれの土地所

有者数、借地権者数、マンション区分所有者数を伺います。また、区は

都市計画手続に入る際に、仮同意書という形で現時点での同意を取るよ

う指導していると思うのですけれども、仮同意率についても、西地区、

東地区それぞれ権利者の区分ごとに伺いたいと思います。仮同意という

ことなのですけれども、何に対する同意なのかというのをお伺いします。

権利者に仮同意という意味が十分に理解されての仮同意書だというふう

に品川区としては考えているのか、そちらも併せて伺いたいと思います。 

中道課長  会長、都市開発課長。 

星野会長  都市開発課長、どうぞ。 

中道課長  現在、西地区と東地区に協力している事業者でございますけれども、
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西地区につきましてはフジタ、東地区につきましては東京建物、住友商

事、旭化成ホームズの３社になります。 

 続きまして、権利者数ですけれども、西地区につきましては、土地所

有者は４２名、うちマンションは６棟になります。区分所有者のほうは、

この６棟の中で約２６０名の方がいらっしゃり、借地権者につきまして

は８名となっております。東地区ですけれども、土地所有者につきまし

ては２２名、このうちマンションが３棟ございます。区分所有者の方は、

約１１０名の方がいらっしゃり、借地権者につきましては、２名の方が

いらっしゃるという状況でございます。 

 西地区の同意状況でございますけれども、土地所有者につきましては

約８０％になります。マンション、区分所有者全体の同意率につきまし

ては約７５％、借地権者につきましては８８％の同意をいただいている

状況でございます。 

 東地区につきましては、土地所有者につきましては約８０％、マンシ

ョン全体でいきますと、約８２％、借地権者につきましては、１００％

の同意をいただいているところでございます。 

 また、仮同意につきまして、まず、仮同意というのは、今回、まちづ

くりの計画を地域の方々が検討してきて、今現在、都市計画手続に進む

というところで、まず、都市計画手続に進むことについて同意をするか

どうかをお答えいただくというものでございます。ですので、今、同意

率をお示ししましたけれども、同意した方々につきましては都市計画手

続に進むということを了承していると区は認識してございます。 

 以上です。 

星野会長  安藤委員、どうぞ。 

安藤委員  住民が都市計画手続に進むということをどれだけ理解されているのか

というのはちょっとわからないかなと思いました。都市計画決定という

ことになりますと非常に重い決定になりますので、なかなか後戻りでき

ない段階に入るということをどこまで準備組合は住民に知らせているの

か疑問があります。 

 あと、同意率ですが、全体で言うと８割ぐらいですよね。８割という

ことは、裏を返すと２割の方が不同意ということになり、かなりの権利

者数がいますので、私はやっぱり２割の方が不同意のまま、区が都市計

画手続を始め、現に意見書では地権者からも悲痛な訴えも出ていると。

そういう中で都市計画手続を進めて、決定していくというのはやるべき
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ではないと思います。 

 次の質問なのですが、意見書について資料が出ていますのでお伺いし

たいのですが、１ページのⅠの（１）ですけど、賛成意見の中に、緊急

車両の通行に支障を来す等、強い不安を感じているとあるのですが、実

際どうなのかというところで、資料で説明がありましたけれども、伺い

たいのですけど、倒壊して、あれだけの広い道路を塞いでしまうような

建物はどれだけあるのでしょうか、伺いたいと思います。 

 併せて、事業者説明会でもたくさん出されていた意見書の２ページの

Ⅲの（１）、大崎駅の問題ですけれども、ＪＲにも周辺開発に対応できる

ような大きさの駅とする依頼をしているのかという質問に対して、回答

が「継続して協議・検討を行います」というだけなのですが、これは結

局、具体策が何も示されてないということだと思うのですけれども、そ

のまま都市計画決定をしていいと品川区としては思っていらっしゃるの

か伺いたいと思います。 

中道課長  会長、都市開発課長。 

星野会長  都市開発課長、どうぞ。 

中道課長  まず、緊急車両の通行に支障を来すというところでございますけれど

も、資料のＡ３の１ページの左側に現況の建物等を記載してございます。

こちらの地区は耐火建築物の割合が３割に満たないような状況となって

ございまして、そうした中でやはりこういった再開発で、災害に強い建

物にしていきたいと考えているところでございます。 

 先ほど、都市計画について、仮同意をどこまで住民の方が御理解して

いるのかというところでございますけれども、まず、仮同意をいただく

に当たりましては、各御家庭に戸別で訪問して、都市計画手続というも

のや現在の検討状況などを丁寧に１軒１軒御説明した上で、皆様がどの

ように考えているかということをお返事いただきながら進めてきたとい

うところでございます。 

 また、仮同意されてない方もいらっしゃいますが、そういった方々に

つきましては、今後、自分たちの住まいが具体的にどのようになってい

くのかまだ分からないので、合意ができないというお声もたくさんいた

だいているという状況でございます。 

 お住まいは権利変換という形になりますが、今後どのようになるのか

具体的に今後、検討を進めていくことになりまして、そういったタイミ

ングにさらに丁寧に説明をしていくことで、区と準備組合とで話をして



 -11-

おりまして、準備組合からはもちろんそういった形で説明をしていくと

聞いてございます。 

 大崎駅の混雑度というところでございますけれども、再開発を行う上

で、住民の方やお仕事に来られる方等の人数がどのように増えていくの

かはもちろんシミュレーションしてございまして、その上で、ＪＲ東日

本と協議を行ってきて、十分対応可能といったところで進めているとこ

ろでございます。 

 以上です。 

星野会長  安藤委員、どうぞ。 

安藤委員  十分対応可能ということなのですけど、私も大崎の周辺に住んでおり

ますが、今後本当にそうなのかというのは身をもって体験することにな

るなと思っておりまして、注視をしていく必要があるなと思います。 

 倒壊にしても、調べた資料では、山手通り沿いで星がついているとこ

ろって２つぐらいですよね。それだったら、しっかり建て替えを支援す

ればいいのではないですかということで、これから補助金についても伺

いますけど、膨大な補助金を投入して、全部入れ替えて倒壊を防ぐとい

うのは、私はナンセンスかなと思っており、これが再開発の手法になる

のかというところでは全然説明できてないなと思いますし、再開発をす

る理由にならないなと思いました。 

 次に、意見書の２ページのⅡの（２）なのですけど、なぜディベロッ

パーがもうけ、現在の住居から出ていかなくてはいけないのかとありま

すが、これ、正面からの回答はないですよね。この事業で、容積率緩和、

補助金投入で先ほど述べられた各開発企業は相当もうけを上げることに

なると思います。伺いますけど、区として、企業が保有することになる

保留床、もうけを削ってでも権利者の権利というのは保障せよと指導す

べきなのではないかなと思うのですよ。というのは、権利者で、ここに

長年住んでいた方の権利を差し出すことがなければ、この開発は成り立

ちません。開発した企業はものすごいもうけを上げるわけですから、だ

ったら、その一部を、実際現場では１,５００万円出してくださいという

ことを言われているわけですけれども、少なくとも権利者の方の元の面

積ぐらいは確保してくれないかといった要求等に対して、対応するよう

に、区は開発企業に指導すべきだと思うのですけど、いかがでしょうか

というのが１つ。 

 それと生活再建についても伺いたいのですけれども、私も相談を受け
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てきたのですが、地区内にはマンション区分所有者が、かなりの率でい

るということでした。独り暮らしの高齢者世帯など、立場が弱い権利者

が多数存在しているのですね。そうした方は、仮にこの事業が進んでい

けば、生活再建に大きな困難を抱えることになると思うのです。ですか

ら、私は都市計画決定権者である区は、そうした方々の生活再建には責

任を持つべきなのではないかと、決定するわけですから。 

 具体的には、例えば物件探しや各種手続、引っ越しの伴走支援、ある

いは従前居住者用住宅や区営住宅に入居可能としたり、ディベロッパー

との交渉に区が間に入るとか、あらゆる限りの手を尽くすべきなのでは

ないかと思うのですけど、いかがでしょうか。伺います。 

中道課長  会長、都市開発課長。 

星野会長  都市開発課長、どうぞ。 

中道課長  まず、権利者の権利変換のお話でございますけれども、区といたしま

しても、こういったもともとお住まいの方が今後もよりよい形で継続し

てこの地に住んでいただけるよう、準備組合に対しては指導していきた

いと考えてございます。市街地再開発事業となりますと、等価交換とい

ったものが基本的な考え方というところになってきます。 

 一方で、マンションの中での、どこのお部屋を選択するかなどによっ

て、その部屋の面積も大分変わってくるというところもございますので、

そういった御相談というのは、今後準備組合はもちろん丁寧に説明する

というところでございますけれども、区のほうにいただけましたら、間

に入って、不安の払拭、そういったところにも区は十分注力していきた

いと考えてございます。 

 続きまして、立場が弱い権利者の方々に対しての御不安の払拭という

のは、重複いたしますけれども、区といたしましては、御不安の声がご

ざいましたら、区に御相談いただければ、丁寧に対応していき、また準

備組合の間に入って調整をしていくということを先頭に立ってやってい

きたいと考えてございます。 

 以上です。 

星野会長  安藤委員、どうぞ。 

安藤委員  すみません、何度も。ぜひそこはお願いしたいと思います。 

 最後ですが、１０月８日の都市計画説明会に私も参加したのですけど、

その場で地権者の方から、自分たちにとっては、出ていけと言わんばか

りの金額が提示されていると。資金計画をなぜこの説明会で示さないの
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かという質問がありまして、区は、資金計画は行政にも提示されてない

と。都市計画決定した後に認可申請の段階で出てくるという答えだった

のですけど、これに質問者の方は納得してない様子でした。先ほど、仮

同意書というのを集める際に、地権者には仮の権利変換モデルというの

が示され、今の時点でおよそどれぐらいの権利を地権者に渡すかという

のが示されるわけです。仮の権利モデルというのが示されるということ

は、正式な資金計画ではないかもしれないですけど、仮の資金計画があ

るということだと思うのですよ。 

 伺いたいのですけど、都市計画手続を始める際に、準備組合から区に

提出された都市計画提案というものがあると思うのですけど、その中に

そういった仮の資金計画というようなものは存在するということでよろ

しいのでしょうか、伺いたいと思います。 

中道課長  会長、都市開発課長。 

星野会長  都市開発課長、どうぞ。 

中道課長  企画提案書の中に、今後の事業計画のお金の部分が書いてあるかどう

かということでございますけれども、このような話も、書いてあるとこ

でございます。ですけれども、現在は建物の計画など具体的に一切計画

してないような状況で、おおよそでの金額になり、特段打合せ等で調整

をしている金額ではないため、区としては具体的な資金計画という判断

ではございません。 

 以上です。 

星野会長  安藤委員、どうぞ。 

安藤委員  最後になりますけど、おおよそのやつはあるということになったと思

うのですが、では、現時点でのこの事業の想定事業費、想定補助金額を

伺いたいと思います。おおよそで構いませんので、よろしくお願いしま

す。 

中道課長  会長、都市開発課長。 

星野会長  都市開発課長、どうぞ。 

中道課長  繰り返しになりますけれども、やはりその金額というのは、まだ何も

検討してない中での想定金額、過去の事例等の中での面積からの推定金

額みたいな形になりますので、こういった場で開示するようなものでは

ないという認識でございます。 

 以上です。 

星野会長  安藤委員、どうぞ。 
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安藤委員  それなのですけど、想定金額があるということじゃないですか。令和

２年の７月２０日の第１６８回都計審では、当時の都市開発課長さんが、

いろいろ前提は言いましたよ。組合のほうが進める事業費だとか、今い

ろいろ試算をやっているとか、今のところの見込みですとか、これから

協議しながら進めていくのだとか前置きをしましたけれども、事業者へ

の補助金というのは約１９１億円と答弁しているのです。当時答弁があ

ったのに、なぜここで答弁できないのか、想定で構いませんので答弁し

ていただきたいと思います。この決定は、補助金、税金が関わってきて、

莫大な私たちの税金が入る事業なのです。それを踏まえて審議せずに、

私はそれで決定できるのですかと思うのですね。ですから、想定で構い

ません。過去には答弁されております。ぜひお願いいたします。 

中道課長  会長、都市開発課長。 

星野会長  都市開発課長、どうぞ。 

中道課長  繰り返しになりますけれども、そういった金額は推定の中での金額な

ので、こういった公式の場で発言をするものではないという認識でござ

います。過去、提示したということでございますけれども、そのときの

都市計画審議会の中で提示した金額と、その後に事業認可で正式に計算

した金額には大きな乖離がございました。そうした中で、行政が推定の

金額を出すということは、こういった公式の場でするものではないとい

う認識ですので回答は控えさせていただきます。 

 以上です。 

星野会長  ほかに御質問、御意見等はいかがでございましょうか。 

 あくつ委員、どうぞ。 

あくつ委員  御説明ありがとうございました。資料の中で、少し補足の御説明をお

願いしたいのですけれども、Ａ３の２ページ目の資料の配置イメージ図

のところで、西地区と東地区の再開発のイメージが載っているのですが、

真ん中のブリリアタワー大崎という建物だけが除外をされている。この

辺りの事情というか、先ほどディベロッパーの中には、恐らくブリリア

タワー等を開発している、東京建物も入っていたと思うのですけど、ど

うしてここだけ除外をされているのか、経緯について不勉強で分からな

いので教えていただければと思います。 

中道課長  会長、都市開発課長。 

星野会長  都市開発課長、どうぞ。 

中道課長  まず、ブリリアタワーがございますけれども、地区計画の中でＥ地区
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という形で記載をしてございまして、この地域を一体的に地区計画に指

定して、まちづくりを進めていきたいというところでございます。また、

２ページ目の左上の図のＥ地区と書いてあるところですけれども、ブリ

リアタワーがお持ちの、広場状空地３号といった部分でございまして、

ここは今後、市街地再開発事業の中で一体的に広場として活用していき

たいというところで、ブリリアタワーにも御協力をいただきながらやっ

ていくというところでございます。ですので、今回の市街地再開発事業

の範囲は、ブリリアタワーの建物だけ抜いている形で示しているという

ところでございます。 

 以上でございます。 

あくつ委員  会長、すいません。 

星野会長  あくつ委員、どうぞ。 

あくつ委員  分かりました。特に今回の一体的な開発においては、様々な協議を経

て、ブリリアタワーは再開発の中では、その敷地の御協力、提供がある

ということは確認をしました。特に反対があるとかそういうことでない

という認識ですかね。 

 それと、もう１点だけ教えてください。山手線沿いに新しい道路を整

備して、山手通りから入って、百反ガード下へも抜けられるような道路

ができると。私もこの地域は、地元ではないため、なかなか立ち入らな

い地域ではあるのですけれども、その中でデッキの整備ということが今

回は１つ大きな特徴でもあるのかなと思って、デッキの下、地上レベル

とデッキレベルで広場をつくったり、店舗、交流等の施設を作ることで、

大きく様変わりをするのかなという感じなのですけれども、この辺り、

地域の皆様はどのようなお声を上げていらっしゃるのか、地権者の皆様

がどういう声をこの間上げていらしたのか、私も今までの協議の経緯を

存じ上げないものですから、その辺り、どのような要望が強かったのか、

教えていただければと思います。 

中道課長  会長、都市開発課長。 

星野会長  都市開発課長、どうぞ。 

中道課長  まず、先ほどの御質問の補足説明になりますが、ブリリアタワーのほ

うは、以前に建てたときに総合設計という制度を使ってございますので、

既に高度利用されているというところで、今回、市街地再開発事業に入

っていないというところでございます。 

 続きまして、地域の声というところでございますけれども、Ａ３資料
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１ページ目の左側のところにあるように、この地域は大崎の駅前にある

のですけれども、非常に道路が入り組んでいて、行き止まり道路が多い

というところで、なかなか土地利用がしづらいというお声も聞いてござ

います。そうした中で、建物の老朽化が進んでいき、大崎駅周辺の開発

が進んでいく中で、自分たち地区が周辺に追いついていないというお声

もいただいているところでございます。こういった中で駅前の土地を生

かすため、こういったデッキをつないで、多くの人に来ていただけるよ

うな、よりよい地区になるようにまちづくりを進めていきたいというよ

うなお声を聞いているところでございます。 

 以上です。 

星野会長  あくつ委員、どうぞ。 

あくつ委員  Ｅ地区については、既に高度利用を図っていらっしゃるということで、

今回はその地区については手をつけないということで確認をさせていた

だきました。 

 私からは以上です。ありがとうございました。 

星野会長  ほかに御質問、御意見等はいかがでございましょうか。 

 薬袋委員、どうぞ。 

薬袋委員  随分と大きな開発計画ですので、慎重な審議が必要だなと思い、やは

り区民の皆様の御理解をいただくというのはとても大切なことかと思い

ます。事業的には、この辺、大きな街路や、既に開発されたところに囲

まれた、ある意味、最後の整備というか、まとまった開発のところにな

るのだろうと思いますけれども、やはり丁寧に住民の方との対話を行い、

再開発を引っ張っていくような形にしていただくというのはしっかりと

区からもお願いをしていただくというのは大事なのではないかと思って

おります。 

 計画的な面で私が確認をさせていただきたいのは、外周道路、歩行者

専用のデッキを造るということ、山手線との間を含めて回遊できるよう

にして、これは消防活動も含めて、緊急のためにもとても重要な空間に

なるのだろうと思うのですが、こういう空間は、ややもすると裏側空間

になって、あまりよろしくない空間管理になる可能性があります。でき

たばかりのときはいいと思うのですけれども、しばらくして時間がたっ

たときにしっかり管理できるのだろうかということが少々気になりま

す。 

 昨今、このように大規模な開発がされて、豊かな公共空間ができると
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ころでは、エリアマネジメント組織などを立ち上げて、開発当初だけで

はなくて、その後もしっかり見守り続けられる仕組みを併せてつくって、

安心な空間づくりにつなげているかと思うのですけれども、この辺につ

いては既に議論があるのでしょうか。 

中道課長  会長、都市開発課長。 

星野会長  都市開発課長、どうぞ。 

中道課長  まず、南側のデッキについてでございます。今回、デッキを整備する

ことで、大崎駅のほうからバリアフリーで各建物のほうに入れるような

計画となってございます。 

 また、２ページ目の左下の配置イメージ図ですけれども、エントラン

ス広場という形で、Ａ地区の左側に広場を設けます。こちらはデッキに

つながるところになりまして、デッキ側に店舗などの商業機能を設置す

るような計画でございます。また、Ｂ地区、Ｄ地区においても、デッキ

面に店舗などの商業機能も配置しますので、人が通らない裏道というこ

とではなくて、多くの人が通るような動線にしていけるような計画で進

めているところでございます。 

 また、大崎地区につきましては、大崎エリアマネジメントといったも

のが約３０年前から活動しております。この組織をＯＡＭと私たちは呼

んでいるのですけれども、ＯＡＭにつきましては、都内でも有数のエリ

アマネジメント組織として活動をしてまして、地域に対して、にぎわい

の創出、また、魅力あるまちづくりというのを提示してございますので、

この地区につきましても、そういったＯＡＭの力を借りまして、にぎわ

いの創出をしていきたいと考えてございます。 

 以上です。 

星野会長  薬袋委員、どうぞ。 

薬袋委員  この大崎エリアマネジメント組織がこの地区も含めて活動範囲、対象

範囲としていると理解してよろしいですか。今はそうではないのでしょ

うか。 

中道課長  会長、都市開発課長。 

星野会長  都市開発課長、どうぞ。 

中道課長  現在は、ＯＡＭが活動する対象地域とはなってございますけれども、

個別の地権者の方が多くいらっしゃいますので、具体にこの地区で何か

イベントを行うとか、そういうことはしてはいないのですけれども、こ

ういった開発を契機に、ＯＡＭが活用できる公開空地等いろいろできま
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すので、こういった場を活用して、また活動が広がっていくのかなと考

えてございますし、ＯＡＭとそういった協議を今後進めていくような状

況でございます。 

 以上です。 

星野会長  薬袋委員、どうぞ。 

薬袋委員  ありがとうございます。それでしたら多少安心だなと思いますけれど

も、商業施設もいずれ空き店舗になり、結局また行政が支援をして、Ｎ

ＰＯに入ってもらったりというのがこれまで既に日本が経験しているこ

とですので、しっかりにぎわいを創出し続けられるように、御指導いた

だけるといいかなと思います。 

 あともう１点、浸水時に５メートルが想定される浸水区域のぎりぎり

建物が建てないような計画になっているように見えるのですが、特に機

械設備が地下にあり、浸水することによってエレベーターが止まったり

というようなことが、あるいは地震で止まったりということで、居住、

避難生活が厳しい状況になることもこれまでに起きていますが、その点

についてもしっかりと議論済みと認識してよろしいでしょうか。 

中道課長  会長、都市開発課長。 

星野会長  都市開発課長、どうぞ。 

中道課長  Ａ３資料、１ページ目の左下、こちらに浸水区域のほうを記載してご

ざいますけれども、これは１,０００年に一度の豪雨時における最大の浸

水深さでございます。今回の開発に合わせて、まず地盤を１メートルほ

ど上げて、建物計画を考えてございます。そうすると、１００年に一度

の豪雨は特段問題がなく、何も対策をしなくても、対応可能といったシ

ミュレーション結果でございます。もちろん機械設備等は上階に上げる

計画とし、また止水板等も設置できるような計画で建物計画してござい

ますので、そういった中で１,０００年に一度の豪雨に対しても、一定程

度対応していき、また、デッキにおいても避難路になりますので、総合

的に、大規模災害に備えていきたいと考えてございます。 

 以上です。 

星野会長  薬袋委員、どうぞ。 

薬袋委員  それでしたら大丈夫だろうとは思いますけれども、対応を十分してあ

りますということが、区民、入居者の方にとっては安心材料になってし

まって、避難をしないというのが釜石の辺りで起きて、それが被害に繋

がっていますので、リスクがあることをしっかり伝えていただくことも
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含めて事業者に御指導いただければと思います。 

 以上です。 

星野会長  そのほか、御質問、御意見等はいかがでございましょうか。 

 近藤委員、どうぞ。 

近藤委員  質問させてください。こういう大規模開発の場合の雨水の処理なので

すが、建物に大きなタンクを設けて、雨が終わった後しばらくたってか

ら、目黒川に流すというふうにして、目黒川に流れる水量を調整するた

めに、大きな建物の地下にタンクを設けるというようなことを指導でき

るかどうかということが１点質問です。 

 もう一つは、先ほどコミュニティーという話になったと思うのですが、

コミュニティーの最小単位は家族なのですけれども、その次の単位とし

て向こう三軒両隣という単位がある。それから、町会、自治会とかいう

単位に広がってくるのですが、特に集合住宅の場合は、扉を閉めれば、

もうそこで独立してしまって、向こう三軒両隣という昔あった言葉がほ

とんどなくなってきているのですね。そういうところで、集合住宅の中

に、向こう三軒両隣という感覚を計画の中に取り入れることができるか

ということを質問させてください。 

 以上、２つです。 

関根課長  会長、河川下水道課長。 

星野会長  河川下水道課長、どうぞ。 

関根課長  私からは、１点目の雨水のタンク等について御説明をさせていただき

ます。委員からお話しいただきましたとおり、私ども区のほうでは、一

定以上のこういった開発等におきましては、雨水を貯めたり、浸み込ま

せたりする施設を設けるように指導しております。具体的にはそういっ

た指導要綱がございまして、そちらに基づいて指導しているところでご

ざいます。どのぐらい貯めたらいいかという基準がございますので、そ

れに基づいて、基準を満たせるような量を設置していただくような指導

をしているところでございます。 

 以上でございます。 

星野会長  近藤委員、どうぞ。 

近藤委員  今、区役所の隣でＪＲ東日本の工事をやっていますけれども、ここで

は残念ながらやってないはずですよね。そこは強力に、ある一定規模、

２,０００平米なら２,０００平米以上の建物は全部地下にタンクを設け

て、時間が過ぎたら流すというようなことを本当は国がやってくれれば
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いいのですけれども、なるべくそういうふうに、ある一定規模以上の建

物にはタンクを設けて流す時間をずらすということを私は個人的には考

えています。今、そういう計画を進めているということですから、分か

りました。 

 以上です。 

中道課長  会長、都市開発課長。 

星野会長  都市開発課長、どうぞ。 

中道課長  まず、コミュニティーの御質問です。まず、この地区にはまちづくり

連絡会というものがございまして、今回こういった大規模開発をしたと

きに、こういったマンションの新しい居住者の方々にも町会に加入して

いただけるように、今準備組合のほうでどういう形で取り組むかという

のを検討しているところでございます。 

 もう一つ、今回造るマンションなのですけれども、こどもすくすく住

宅といった認定を取ったマンションにしていく計画としてございます。

こどもすくすく住宅ですと、子どもに目線を落として、キッズルームで

あったり、皆さんがコミュニティーを持てるような場を共有部分に設け

たり、保育園などをつくりまして、特徴のある住宅にしていきたいと事

業者と調整してございます。そういう中で、建物全体で同じ目線を持っ

た方々のコミュニティーを作っていきたいと取り組んでいるところでご

ざいます。 

 以上です。 

星野会長  近藤委員、どうぞ。 

近藤委員  そういうコミュニティーをつくるのは非常にいいことなのでいいと思

いますが、向こう三軒両隣というのは、昔は平面だったのですね。こう

いう立体の中ではなかなかつくれないというのがあります。実はまちづ

くりの中で、ある一定規模以上の自治会とか町会という規模のコミュニ

ティーはたくさん種類があるのです。家族から次の段階へのコミュニテ

ィーがつくれるような、そういう仕掛けがあると集合住宅を単に転売し

たり又貸ししたりとかではなくて、組織的なコミュニティーのあるもの

にすることができるのではないかなというのが私の個人的な意見です。

ありがとうございました。 

星野会長  ほかに御質問、御意見等はございませんでしょうか。 

 山本委員、どうぞ。 

山本委員  では、私からも質問させていただきます。本再開発によって、御説明
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のとおり、環境や防災性の向上が進むというふうに理解しておりますけ

れども、本再開発によって、このエリアの人口の増加、それから日中の

就労人口、結構増えるのではないかと思うのですけれども、その辺り、

先ほどの他の委員からの質問の答弁でもありました。シミュレーション

されているというところをおっしゃっていましたけれども、この辺り、

状況を教えていただきたいと思います。 

中道課長  会長、都市開発課長。 

星野会長  都市開発課長、どうぞ。 

中道課長  まず、マンション、事務所、管理棟でございますけれども、居住人口

は、Ｂ地区では５２０戸、Ｄ地区では７３０戸の部屋を想定で検討して

いるところで、Ｂ地区では１,０６９名、Ｄ地区では１,５００名、合計

２,５６９名の方が、新しく住まわれると想定をしているところでござい

ます。 

 また、就業人口でございますけれども、Ａ地区、Ｃ地区、Ｄ地区で事

務所ができる予定でございます。Ａ地区では２,０２８名、Ｃ地区では３

０８名、Ｄ地区では２,５８５名を想定してございますので、合計で４,

９２１名が就労されると推定してございます。 

 以上です。 

山本委員  会長。 

星野会長  山本委員、どうぞ。 

山本委員  御説明ありがとうございます。住民の方で２,５００名以上新しく住ま

われて、それから日中就労される方が、５,０００名ぐらい増えられると

いうことで言うと、やっぱり多くの方が関わるのかなというところで改

めて理解したところでございます。 

 先ほど、他の委員から御説明もありましたけれども、大崎駅の南口の

ピーク時の混雑、それからホームの混雑というのも結構あるということ

で、地域の方から私のところにも声が届いております。この辺り、先ほ

どの答弁では、ＪＲ東日本とも協議を進めているということでしたけれ

ども、しっかりと進めていただきたいということと、区民の方々にも分

かりやすくそういったところを、どのようにシミュレーションしてどう

大丈夫かというところを御説明いただいて、理解を得ながら進めていた

だきたいと思います。 

 大崎の地域で言うと、線路をまたいで逆側のところでも再開発を検討

している地域がございますので、そこがまたさらに進んでいきましたら、
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ホームもさらに混むのではないかというところもありますので、そうい

った先々も見据えて協議を進めていただきたいというところでございま

す。 

 それから、新しく住まわれる方がそれだけいるということで言うと、

子どもたちも増え、近隣の小学校、中学校に入学することになると思い

ますが、学校もクラスが増えて結構大変だというところもございますの

で、その辺り、影響がどうなのかというところを教育委員会と連携して、

進めていただきたいというところでございます。その辺り、連携してい

る状況等があればお答えいただきたいと思います。 

中道課長  会長、都市開発課長。 

星野会長  都市開発課長、どうぞ。 

中道課長  まず、先ほど御説明した人数でございますけれども、新しく開発した

ときの人数ということで、今既存の住まわれている方もいらっしゃいま

す。住まわれている方の人数は、合計でいくと約１,０００名が住まわれ

ておりますので、増加するのは推定で１,６００名程度でございます。 

 また、大崎駅のホームについてでございますけれども、ＪＲ東日本と

の協議の中では、２０３１年までにはホームドアを設置して安全に努め

ていきたいというお話を聞いてございますので、そういった状況を見な

がら段階的に、ＪＲ東日本との安全策についての協議を進めていくとい

うところでございます。 

 また、こういった開発を進めていく中で、教育委員会とも事前に協議

はしておりまして、お示しした推計人数などで、学校のほうも基本的に

は大丈夫というお話はいただいてはおりますけれども、今後も状況を見

ながら、随時協議を教育委員会としていきたいと考えてございます。 

 以上です。 

星野会長  よろしいですか。ほかに御質問、御意見等ございませんでしょうか。 

 薬袋委員、どうぞ。 

薬袋委員  すいません、今のお話を伺っていて、おやっと思ってしまったところ

があるのですけれども、供給する戸数と居住世帯人数とが結局、戸数の

倍の人数と先ほどおっしゃったような気がするのですけれども、それは

ほぼファミリー世帯は想定していない人数と見受けられるのですが、居

室がたくさんあるような、例えば子どもが２人、３人いても住めるよう

な住戸もしっかり供給されていくのだろうか、あるいは、そもそもそれ

が、収入の問題はあるかと思いますが、入居可能な金額でちゃんと提供
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されるのだろうかというところ、住宅施策の問題かとは思いますけれど

も、品川区に子育て世代も住み続けられるような住宅供給の場になるの

かということについては、何か区から御指導されているのか。 

 それから昨今、やはり投資目的の購入ということもありますが、それ

を阻止するような対応策というのはきちんと考えたり、協議されている

のかといったことについても教えてください。特に分譲マンションは、

５０年たったときの安全性だとかメンテナンスについてもかなり学会で

も未知数なところがあるという部分が出ているようなこともありますの

で、その辺のところが気になりはしますが、メンテナンスのことも含め

て、管理をし続ける人たちが住み続け、投資目的で嫌だったら逃げちゃ

う人たちがいると、マンションの管理というのは非常に難しくなります

ので、本当に住む人が、住み続けるために買ってくれるような仕組みに

なっているのかということをお伺いします。 

中道課長  会長、都市開発課長。 

星野会長  都市開発課長、どうぞ。 

中道課長  まず、現在お示ししている人数でございますけれども、こちらは、国

勢調査を基に、品川区内の１５階建て以上の共同住宅を参考にし、係数

を用いてシミュレーションしてございます。ですけれども、現在、事業

者等にて、こどもすくすく住宅という形で、ファミリー世帯に焦点を当

て、事業を計画し、調整してございますので、その進み度合いで、また

こういったシミュレーションの人数は徐々に変化してくるため、その中

で、その都度、教育委員会など、関係部署等とは絶えず協議をしていく

考えでございます。ということで、そういったファミリー世帯というと

ころ、住み続けていただく方々を対象として進めているところでござい

ます。 

 また、投機的なというところが、昨今ニュース等でもお話がございま

す。品川区といたしましては、今、国のほうも、外国人のこういったマ

ンションの売買の話というのを取り組んでいるようなことも聞いてござ

いますので、まずはそういったところに注視をしていきたく、また、今

年度中にそういった答えも出るといった報道等も聞いてございますの

で、まずはどのような形で対応していくのかを聞きながら、区としても

対応を検討していきたいと考えてございます。 

 以上です。 
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星野会長  ほかに御質問、御意見はございませんでしょうか。よろしいでござい

ますでしょうか。 

 それでは、議第４３７号、議第４３８号、議第４３９号、議第４４０

号につきまして個別にお諮りをしたいと思います。 

 議第４３７号、大崎駅東口第４地区における東京都市計画地区計画の

決定につきまして、案のとおりで差し支えない旨、答申することといた

したいと思いますが、賛成の方の挙手をお願いいたします。 

 （賛成者挙手） 

星野会長  ありがとうございます。賛成多数でございます。さよう決定とさせて

いただきます。 

 次に、議第４３８号、大崎一丁目における東京都市計画防火地域及び

準防火地域の変更につきまして、案のとおりで差し支えない旨、答申す

ることといたしたいと思いますが、賛成の方の挙手をお願いいたします。 

 （賛成者挙手） 

星野会長  ありがとうございます。賛成多数でございます。さよう決定とさせて

いただきます。 

 次に、議第４３９号、大崎駅東口第４東地区における東京都市計画第

一種市街地再開発事業の決定につきまして、案のとおりで差し支えない

旨、答申することといたしたいと思いますが、賛成の方の挙手をお願い

いたします。 

 （賛成者挙手） 

星野会長  ありがとうございます。賛成多数でございます。さよう決定とさせて

いただきます。 

 最後に、議第４４０号、大崎駅東口第４西地区における東京都市計画

第一種市街地再開発事業の決定につきまして、案のとおりで差し支えな

い旨、答申することといたしたいと思いますが、賛成の方の挙手をお願

いいたします。 

 （賛成者挙手） 

星野会長  ありがとうございます。賛成多数でございます。さよう決定とさせて

いただきます。 

 それでは最後に、議第４４１号、都市計画道路五反田駅付近広場第１

号の変更に関する決定をお願いいたします。 

髙梨課長  会長、都市計画課長。 

星野会長  都市計画課長、どうぞ。 
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髙梨課長  それでは、議第４４１号について御説明をさせていただきます。お手

元のＡ３判横判の資料を御覧ください。本案件は、都市計画道路の変更

でございますが、東京都の決定事項となっておりまして、東京都より品

川区に意見照会があったものでございます。 

 今回変更を予定している都市計画道路五反田駅付近広場第１号の位置

でございますが、資料左側下段の位置図を御覧ください。赤で記載して

いる部分、東五反田一丁目２６番地先が今回変更を予定している箇所と

なります。 

 続きまして、今回都市計画変更を行う背景と目的でございますが、東

京都が管理する五反田駅付近広場第１号は、本線部は既に整備が完了し

ておりますが、隅切り部が未整備の状態となってございます。東京都に

おいて、「道路構造令の解説と運用」を参考に検証を行った結果、現在の

隅切り長が必要な隅切りの長さを満たしているということが確認された

ため、現在の道路に合わせた都市計画道路線の変更を行うものでござい

ます。 

 続きまして、資料右側の変更概要図を御覧ください。今回変更となる

部分を右側に拡大して記載しておりますが、黄色部分下側の点線が変更

前の都市計画道路の計画線であり、上側の実線が現在の道路線形に合わ

せた変更後の計画線となってございます。黄色で着色している部分が今

回都市計画道路が廃止される範囲となります。今回の変更は、都市計画

道路の計画線を既に整備された隅切りの形状に合わせて変更を行うもの

でございまして、新たな用地買収や工事は発生せず、現在の道路形状の

変更もございません。 

 次に、これまでの経緯でございますが、７月に東京都により土地建物

所有者に直接御説明を実施してございます。また、東京都により、この

計画案につきまして、都市計画法第１７条に基づく縦覧を１０月８日か

ら２２日の期間で実施しており、併せて意見募集を行っております。な

お、本件に関する意見書の提出はございませんでした。 

 今後のスケジュールといたしましては、１２月に東京都の都市計画審

議会の審議を経て、１月以降に都市計画変更の決定、告示を行う予定と

なってございます。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

星野会長  説明ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、御質問、

御意見等ございましたらお願いいたします。 
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 安藤委員、どうぞ。 

安藤委員  現状のところというのは交番なのですけど、土地の所有者というのは

誰になるのか伺いたいのと、あと今回変更することのメリットと、裏を

返せば、変更しないことのデメリットについて教えてください。 

髙梨課長  会長、都市計画課長。 

星野会長  都市計画課長、どうぞ。 

髙梨課長  御質問いただきました現在の土地所有者につきましては、東京都より

ＪＲ東日本であるということで報告を受けてございます。 

 本変更に関するメリット、デメリットについてでございますが、検証

の結果、現在の土地の形状の形で都市計画の変更ができるということで

すので、行政側のメリットといたしましては、新たな整備によって、必

要となる用地の買収であったりと不必要な費用がかからなくなるといっ

たところがメリットとして挙げられ、地権者さんについては、その土地

をお譲りいただいて、建物を壊していただく等々のそういったデメリッ

トがなくなるといったところと考えてございます。 

星野会長  ほかに御質問、御意見等いかがでございましょうか。よろしいでござ

いますでしょうか。 

 それでは、議第４４１号につきましてお諮りをしたいと思います。議

第４４１号、東京都市計画道路五反田駅付近広場第１号の変更につきま

して、案のとおり差し支えない旨、答申することといたしたいと思いま

すが、賛成の方の挙手をお願いいたします。 

 （全員賛成） 

星野会長  ありがとうございます。全員賛成でございます。さよう決定させてい

ただきます。 

 以上で、本日予定しておりました全ての議題の審議が終了いたしまし

た。 

 最後に、事務局より連絡事項等がございましたらお願いをいたします。 

事務局  会長、都市環境部長。 

星野会長  都市環境部長、どうぞ。 

事務局  本日の御審議ありがとうございました。 

 次回の都市計画審議会の日程でございますが、現時点でまだ詳細が決

定してございません。決まり次第、お知らせをさせていただきますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 
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星野会長  ありがとうございます。 

 これをもちまして、第１８６回品川区都市計画審議会を閉会いたしま

す。円滑な御審議をいただき、ありがとうございました。 

―― 了 ―― 


